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   Ｈ０１Ｍ   4/66     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   4/24     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   4/26     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｍ   4/66    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｍ   4/24    　　　Ｈ
   Ｈ０１Ｍ   4/26    　　　Ｈ
   Ｈ０１Ｍ  10/30    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｍ  12/06    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成23年9月30日(2011.9.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ニッケル－亜鉛バッテリセルであって、
　（ａ）電流コレクタおよび酸化亜鉛ベースの電気化学的活性層を含む陰極層と；
　（ｂ）ニッケルを含む陽極層と；
　（ｃ）前記陰極層と前記陽極層とを隔離する隔離層と、を含み、
　前記電流コレクタは銅あるいは真鍮の下地層およびCu3Snと１０％以下のCu6Sn5とから
構成される金属間化合物層を含むものである、ニッケル－亜鉛バッテリセル。
【請求項２】
　請求項１に記載のニッケル－亜鉛バッテリセルであって、
　前記金属間化合物層が、
　（ａ）前記銅あるいは真鍮の下地層上に錫を１．０１６ないし２．３２μｍの厚みでメ
ッキをし、
　（ｂ）酸化亜鉛ベースの電気化学的活性物の層を前記銅あるいは真鍮の下地層に塗り、
　（ｃ）前記銅あるいは真鍮の下地層を焼成する、
　ことにより形成される、ニッケル－亜鉛バッテリセル。
【請求項３】
　請求項２に記載のニッケル－亜鉛バッテリセルであって、
　前記焼成は、前記銅あるいは真鍮の下地層を２００ないし３５０℃の温度で３０分間な
いし２時間保持することを含む、ニッケル－亜鉛バッテリセル。
【請求項４】
　ニッケル－亜鉛バッテリセルであって、
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　（ａ）電流コレクタおよび酸化亜鉛ベースの電気化学的活性層を含む陰極層と；
　（ｂ）ニッケルを含む陽極層と；
　（ｃ）前記陰極層と前記陽極層とを隔離する隔離層と、を含み、
　前記電流コレクタは銅あるいは真鍮の下地層およびCu3Snと１０％以下のCu6Sn5とを含
有する金属間化合物層を含むものである、ニッケル－亜鉛バッテリセル。
【請求項５】
　請求項４に記載のニッケル－亜鉛バッテリセルであって、
　前記金属間化合物層が、
　（ａ）前記銅あるいは真鍮の下地層上に錫を１．０１６ないし２．０３２μｍの厚みで
メッキをし、
　（ｂ）酸化亜鉛ベースの電気化学的活性物の層を前記銅あるいは真鍮の下地層に塗り、
　（ｃ）前記銅あるいは真鍮の下地層を焼成する、
　ことにより形成される、ニッケル－亜鉛バッテリセル。
【請求項６】
　請求項５に記載のニッケル－亜鉛バッテリセルであって、
　前記焼成は、前記銅あるいは真鍮の下地層を摂氏２００ないし３５０℃の温度で３０分
間ないし２時間保持することにより行われる、ニッケル－亜鉛バッテリセル。
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